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1 ．は じめ に

　平 成 19年 2E6 日　（火 ） に神 戸市 東灘 区青木 5 丁 目の

建物 解体作業現 場 で，第 2次世界 大 戦中に 米 軍が 落 と した

とみ られ る不発 弾 が発 見 され た．約 1 ヶ 月後 の 3 月 4 日

（日），現地 に お い て 陸 上 自衛 隊 に よ っ て 不 発 弾 の 信 管 を

除去す る処 理 が行われ た．神 戸市 は，こ の 不発弾処理 の 当

日，半径 300m の 範 囲 に お い て 立 ち入 り制 限を 行 い ，区域

内 住民 を避 難 させ た．また ， 処理 現場 の 近 くを走 る阪神 電

車本線 を
一
部運 休 や 阪 神 高速道 路や 国道 43号線の 通 行 止

め とい っ た広 域 にわ た る交通 規制 を行 っ た．さ らに発 見 当

日に は，神 戸 市地 域 防 災計 画 に 基 づ く 「神 戸 市 事故 警戒 本

部」 を設 置 し，2 月 13 日に は 「神戸 市不 発弾処 理 対策本

部」を設置 し，関係 機 関 との 連携 を強 化 し， 具 体的 な行 動

計画の 作成をは じ め た．そ して，不 発弾処理 の 当 日 （3月

6 日） の 7 時 28 分 に 神 戸 市長 を 本部長 とする 「神 戸 市不

発 弾 処理 現 地対 策本 部 」を神 戸大 学海 事科 学部 体 育館 に設

置 し，不発 弾の 処理 が 無事に 完了 した 14時 43分に これ ら

の 本 部 を廃止 した．

　神戸市 は，今回 の 不 発弾処理 に か か る すべ て の 対応 を記

録 しそ の 対応 内容 を 整 理 ・分析 す る こ と が，今後 類似 の 事

例 が発 生 した場 合 に役 立 っ と考 え た．そ こで ， 不 発 弾 の発

見 か ら処 理 の 完 了 ま で の 約 1 ヶ 月 の 間 に 行われ た 神戸 市

及 び 関係 行 政機 関等 の
一

連 の 対 応 内 容 を神 戸 市 の ホ ーム

ペ ージ
］）
で 公 開す る だ け で な く，平成 19年 8 月 に は 対応

記録 「東 灘区青木 （お うぎ〉不発 弾 処理 対応の 全 記 録〜総

括 と検 証〜
」
2）をま とめ，同ホーム ペ ージ で 公 開 して い る．

　 当該対応 記録 の 作成 に あた り，同市は，不発弾処 理 対応

の た め に 開催 さ れ た す べ て の 会 議 資 料 と 関係 部 局 に お い

て 作成 され た 対応 計画 等 の 関係 資 料 の 整 理 を行 っ た．さら

に，危機 管理 室，消 防局，建設 局 と東灘区役 所 など の 同市

関係 部 局 （以 下，　 「関係 部 局」 とい う．）の 担 当職 員 へ の

ヒ ア リ ン グ を実施 し た．兵庫県警察本部及 び 東灘警察署，
そ して ，関係機 関 と して ，兵庫 国道 事 務所，阪 神 高速道 路，
阪神 電 気鉄 道 に 対 し て も，ヒ ア リン グ を実施 す る と ともに ，

資料 や 記録 の 提 出を 求 め た．
　本論 文 で は，不発 弾 の 発 見か ら処 理 の 完 了 ま で の

一
連の

対 応 内 容 を整 理 し た記 録 の 作成 過 程 と対 応 内容 の 分 析 の

結果 にっ い て 報告 を行 う．

2 ．記録作成の 目的

　地 震や 風水害を は じ め とす る 自然災害，大規模火 災や 列

車脱 線事 故 な どの 事 故 災害 に 遭遇 した 自治 体 は，被害 の 軽

減 を最重 点 の 目標に据 え ， 自治体 の 総 力 を結集 して こ れ ら

危機事象 に 対応す る．しか し，そ の 事 案が
一毅落 す る と，

危 機 対応 に従事 した職 員 は，まず は危機 を乗 り切 っ た と考

えて しまい ，多 く の 場 合，自らや組 織 の 対 応 内容 の 検 証 や

将来 に備 え た評 価 ・分析 を行 わない ．た しか に 阪神 ・淡路

大震 災 の よ うな歴 史的 な 大災害で は，記録 誌 の 作成や 教 訓

を踏 ま え た地域防災計画 ・マ ニ ュ ア ル の 修正 が行 われ る．
と こ ろが小 規模 な 災害で は，整理 した記録 す ら残 され ない

ケ
ー

ス も少 な くは な い ．しか し，被害規模 が さ ほ ど 大 き く

な く とも，そ の 現実 の 危 機対 応 か ら学ぶ 内容 は，将 来 の 類

似 ケース の 対応 に 役立っ だ けで な く，災 害規 模 が大 き くな

っ て も，ある い は ハ ザ
ー

ドの 種類 が 変わっ て も，利用 で き

る素材 が 含 まれ て い る．

（1 ）対 応資 料 の 収集
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　神戸市危機 管理 室 は．不発 弾 対応 で 用 い たす べ て の 資料

を集め ，整 理 す る こ と を 最初 の 目的と した ．と い うの も，
本 部 の 事 務局 を務 めた危機 管 理室 で さえ，他の 各関係部局

内で 検討 され た 資 料や，関係部局 や 警察，あ る い は 関係 機

関 が 対 応 し た詳 細 な記 録 の 全 て を把 握 して い る わ け で は

な い ．そ こ で ，資 料 の 提 出を求 め ，さ ら に担 当者 に ヒ ア リ

ン グを行 うこ とで 事実関係 の 確 認 を徹 底 した．

（2 ）対応内容の 分析

　次 に 収 集 された 資料 を時系 列 に 並べ ，関係部局や関係機

関 ご と に 整理 す る こ と を 目的 と した ．その 結 果，起 こ っ た

イベ ン ト （全 体会 議や ， 意 思決 定 事項 な ど）の 因果関係 を

明 確に し，そ れ ぞ れ の 対 応 が ど の よ うな 流れ で 行 わ れ た か

を明 らか にす る．

（3 ＞ 国民保護マ ＝ ユ ア ルの 作成

　神 戸市 は，平成 19年 3 月 に 作成 し た 「神 戸 市国民 保 護

計画」
3）
に 基づ き，そ の 実効性を高 め るた め の 「神 戸 市国

民保護 実 施 マ ニ ュ ア ル 」
4）作 成 を平 成 19 年度 に 予 定 し て い

た．しか し，平成 7年に 阪神
・
淡路大震災を経験 した 同市

も，国民保 護 計画 が 対象 とす る大規 模 な テ ロ の 経験 は ない ．
こ れ は 具 体的 で 実 効性 の あ るマ ニ ュ ア ル 作 成 の 大 き な課

題 とな っ て い た．

　 そ こ で，不 発 弾処 理 対応 に お い て 実施 した，住民 の 避 難

誘導，避 難場 所 の 準備，周 辺道路 の 交 通規 制 な どは ， 大規

模 テ ロ へ の 対処 の た め実施 す る措 置 と共 通 して い る 部分

が 多い こ とに 着眼 し，今回の 対 応に よ っ て 得 られ た経 験 を

「神 戸 市 国民保護 実 施マ ニ ュ ア ル 」に活 用す る こ とを考 え

た．

3 ．資料の 整理

　関係部局や関係機関が 作成 し た資料 の 収集 と整理 を行

っ た ．最 終 的 に，収集 され た 資料 は約 1，000種類 とな っ た．
こ れ らの 資料 の

一
部 を紹介す る．

（1） 記者提供資料

　報道 機 関 へ の 記者 提 供資 料   と し て は ，発 見 当 日 （2 月

6 日） に第 1報が出 され，処理 当 日 （3 月 6 日）の 処 理 後

に 最終 報 が 出 され た．第 1 報 か ら最 終報 ま で 7回 の 提 出 さ

れ た 日時 と内容 に っ い て 整 理 を行 っ た．
a ） 第 1報 ：2 月 6 日 20 ：40 現在

　 不発 弾 発見 に よ る最 初 の 広報 資 料．主 な内容 は 発 見 の 時

系列 的 な報告 と 「爆発の 危険は な し」 とい っ た メ ッ セ
ージ

を発 して い る．
b ） 第 2 報 ： 2 月 7 日 17 ： 30 現 在

　2 月 7 日 に行 わ れ た 「不発 弾処 理 対策 関係 機 関連 絡調 整

会 議 」 の 結果 の 報 告 を行 う，主 な 内容 は ， 信管除去 作業 を

現 地 で 行 うこ と と，約 1 ヵ 月 以 内 の 日曜 日に 行 うこ と を 確

認．ま た，住民 の 問い 合わせ 窓口 を開設．
c ） 第 3 報 ： 2 月 13日 15 ： 30 現在

　2 月 13 目に 行われ た 「不発弾処 理 対策関係機 関全体会

議 」 の 結果 報 告 を行 う．主 な内容 は，3 月 4 目の 作 業 日程

決 定 と，半 径 300m 以 内 を避 難 区域 と決 定 し，当日の 交通

規 制 に つ い て 報 告 を行 っ て い る ．市の 窓 目 に 加 え，各 交通

機 関の 問い 合わ せ 窓口 を開設．
d 〕 第 4 報 ： 2 月 16 日 i7 ；30 現 在

　当日の 避 難対 象区域 と避 難 場所 にっ い て，さらに 交通 規

制の 詳細な 内容にっ い て 報告 を行 っ て い る．
e ） 第 5 報 ： 2 月 26 日 17 ： 00 現在

　2 月 26 日 に行わ れ た 「第 2 回 不発 弾処理 対策関係機関

全 体 会議 」の 結 果報 告 を行 う．主 な内 容 は，具体 的 な不 発

弾 処理 の 実施 計画の 内容で あ る．
f） 第 6 報 ； 3 月 4 日 13 ； 50 現 在

　作 業 が無 事 に終 了 し安 全化 宣言 が 行 われ た 内 容 に っ い

て 報告を行 う，また，警戒区域 と交通 規制 の 解除につ い て

報 告を行 っ て い る．
g ）最終報 ： 3 月 4 日 17 ：00 現在

　 最 終報 と して こ れ ま で の
一

連 の 作 業報 告 を行 っ て い る．

（2 ）会 議 資料

　不 発 弾の 発 見 か ら安全化宣 言が 出され る ま で ，合計 7

回の 主 要な 会議 が 行 わ れ て い るた め，各 会議 で の 配 付 資料

とそ の 議 事録 の 整 理 を行 っ た．会 議 開催 日程 と主 な参加 者

を表 1 に 示 す．ま た ，こ の 他に 部会 と して，交 通規制 対策

部会 と避 難所運 営 会 議 が 関係 部 局 と関 係機 関で 行 われ て

い る．

　　　　　　　　　表 1 会議の
一
覧

ii鑼 i轢 攀iii
燃

韈iiiii韃iiiii灘韈難糶灘 灘 糶iiiiiiil，

2 月 7 日 第 1回事 故 警戒本 部会 議

／神戸 市 関係局室 区

2 月 7 日 不発弾処 理対策関係機 関連絡調整会議

／陸上 自衛 隊，兵 庫 県警 察本 部，兵 庫 県，神 戸市

2 月 8 日 第 2 回事故警戒本部会議

／神 戸市 関係 局 室 区

2 月 8 日 不 発弾処 理 に関 す る関係 局 区長 会議

／神戸市 関係局室 区長

2 月 9 日 第 3 回事 故警戒本 部 会議

／神戸 市関係局 室区

2 月 13 日 不 発 弾処理 対策関係機 関全 体会議 （第 1回）

／陸上 自衛 隊，国：ヒ交 通省，兵 庫県，兵 庫県 警 察本

部，近 鉄不 動 産，三 和建 設，阪神高速道 路，阪神

電 気鉄 道，NTT 西 日本，大阪 ガ ス ，関西電 力，神

戸市

2 月 26 日 不 発弾 処 理対 策 関係 機 関全 体会 議 （第 2 回 ）

／陸上 自衛隊，国土 交通省，兵庫県，兵庫県警察本

部，近 鉄 不 動産，三 和 建設，阪神高速道路，阪 神

電 気鉄 道，Nrr 西 日本，大阪 ガ ス ，関西 電力，神

戸 市 医師会，神 戸市

（3 ）行 動計 画

　2 月 13 日に開催 された 「不 発 弾処 理対 策関係 機 関全 体

会 議 （第 1 回 ）i に お い て，出席 した 関係 部局 お よ び 関係

機関に 対 し て 行動計画作成が依頼 される．作成 され た 行動

計 画 は危 機管 理室 に よ っ て ま とめ られ，不発弾処理 が完了

され る ま で の 関係部局お よび 関係機関の 行動計画 で ある

「神 戸市不発 弾処理 実施 計画 」 が 2 月 26 日に完成 し た．
行 動 計画 を作 成 した の は，神 戸 市 の 危機 管理 室，保 健福 祉

局，建 設局，消 防局，水 道局，東灘 区 と，関係機 関 とし て，
陸上 自衛 隊，兵庫県，兵庫 県警 察，兵 庫 国道事 務所，阪神

電 気 鉄道，阪神高速道 路，大 阪空 港事務所，近 鉄不 動産，
NTT 西 日本，大阪 ガ ス ，関西 電力 で あ る．

（4 ） フ ロ ー
図 作 成

　こ れ らの 対応 内容 を分 析す るに あた りまず，収集 され た

資料，主 に 記 者提 供資料 と各会 議 で 利 用 され た 資料 を も と

に して 大ま かな流 れ にっ い て フ ロ
ー図 を作成 した．さ らに，
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行動計画や各機関 か ら 提出 され た 全 体会議資料な ど か ら，
具 体的な行動 内容 を フ ロ

ー図 に整 理 した．図 1に フ ロ
ー図

の イ メ
ージを示す．
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5 ．対応過程 の 分析

　 不発 弾 の 発 見 か ら処 理 当 日ま で の 関 係 部局 が 行 っ た 対

応を 時系列 に ま とめ た．そ の 全 体フ ロ
ーイ メ

ージを 図 2

に示す，

　そ の 結果，今回の 対 応 が大 き く 「フ ェ
ーズ 1 ：体制 確 立

と方針 決 定」
・「フ ェ

ー
ズ 2 ：事前広 報 と個別 計画策定」

・

「フ ェ
ーズ 3 ：直 前の 準備 と当 日の 対応 」の 3 つ の フ ェ

ー

ズ 分 か れ る こ とが 分 か り た．こ こ で 重要 なの は，それ ぞ れ

の フ ェ
ー

ズ で 意 思決 定者 と意 思 決 定 の 対 象 が 異 な る こ と

で あ る．フ ェ
ーズ 1 で は基 本的 な活動 方針 を決 め る 「戦 略

決 定 レ ベ ル 」 の 意 思決 定が 行 わ れ て い る ．次 に，フ ェ
ーズ

2 で は 要 援護者 支 援や 避 難所運 営 の 方 針 決 定 な どの 個 別

の 対 処 方 法 を 決定 し，行 動計画 を 策定す る 「戦術決 定 レ ベ

ル 」 の 企画 立案が行 われ た．さ らに，フ ェ
ーズ 3で は，要

援護者の 支援計画，避 難呼 び か け 方 マ ニ ュア ル や避 難所 運

営マ ニ ュ ア ル な どに 従 っ て 現 場 で 対応 を実施す る 「問題 解

決 レ ベ ル 」 の 実行 とい う形で 整理 す る こ と がで き る．

（1） フ ェ
ーズ 1 ：体制確立 と方針決定

　不発 弾発 見 か ら 2 月 13 日に開 か れ た 「不発 弾 処 理 対策

関係 機 関全 体会 議 （第 1 回）」で   不発 弾 処理 の 実施 日 （3

月 4 日） と  避難 区域 （半 径 300m 以 内）が 決 定 され る ま

で ，
こ の 期 間 は 「戦 略決 定 レ ベ ル 」 の 意 思決 定 と考え られ

る．処 理 実施 日 と避難 区 域 と い っ た極 め て 重 要 な 2 っ の 項

目が決 定 され，こ の 決 定に基づ き対応 計画 の 作成へ作業が

進 ん で い く．こ の よ うな方針 決 定 は 市長 をは じめ とす る市

の 最 高責任者に よ っ て 行われ る．

4 ．ヒア リン グの実施

（1 ） ヒ ア リン グの 実施ス ケ ジ ュ
ー

ル

関係 部 局 と関係機 関の 職 員 に対 し て ，ヒ ア リン グ を 実施

した ．そ の ス ケ ジ ュ
ー

ル を 表 2 に 示 す．

表 2 　ヒ ア リ ン グス ケ ジュ
ー

ル
・ミ…………繝脾

　 　 灘 1黙 iiii
駅 艱
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6 月 14 日 総合調整 危機管理室

6 月 19 目 交通規制 危機管理室 ，建 設局

6月 20口 避 難所
・
救 護所 設置 東 灘区役 所 市税 課

6 月 21 日 要 援護者 対 策 東灘区役所健康福祉課

6月 22 日 災害警戒 消 防 局

6 月 22 日 広 報 危機管理 室 ，
東灘区役所まちづ くり推進課

6 月 26 日 避難計画 ・避難誘導 東灘区役所ま ちづ くり支援課

6 月 26 日 交通規制 東灘警察署

7月 3 日 交通規制 兵庫県警察本部

7 月 4 日 交通規制 阪神電気鉄道

7 月 9 日 交通規制 兵庫国道事務所

7 月 9 日 交通規制 阪神高速道路

（2 ） ヒア リン グの 結果

　 ヒ ア リン グ で は，先 に整理 した フ ロ
ー

図 を基 に，質 問表

を作 成 し事前 に送付 した，また ，
ヒ ア リン グ当 目は そ の 質

問 表 と 図 1で 示 し た 対 応 フ ロ
ー

図 を使 っ て ，対 応 全 体の 流

れ の 確 認 と関係 部 局 お よび 関係 部 局 との 調整方法 等 にっ

い て 確認 し，そ の 整 理 内容 を フ ロ
ー図 に 反 映 し た，

（2 ） フ ェ
ーズ 2 ： 事前広報 と個別計画 策定

　処 理 実施 日 と避 難区域 とい っ た方針 決定 を受 け，関係 部

局や 関係 機 関の 行動計画 作成が 可 能 と なる．特 に，今 回 の

場合 は，2月 13日に方針 が決 定 され て か ら 2 月 26 日に 「不

発 弾処 理 対策 関係機 関全 体会 議 （第 2 回 ）」 で 不発 弾処 理

実施 計画 を正 式に 決定する ま で の 期 間 を 「戦術決定 レ ベ

ル 」の 企 画立 案 の 期 間 と考 え る．要援 護者 対応 の た め の 全

戸訪問や避 難誘導，避 難所運 営 とい っ た 具体 的 な対 応 内容

に つ い て 検 討 し，行動 計画 や行動マ ニ ュ ア ル を 作成する 期

間 で あ る．ま た ， 事 前広 報 の 視点 か らみ た場 合，交通 規制

等に 関す る 配 布 物 （チ ラ シ）の 準 備 ・配 布や 高速 道路 標識

へ の 掲 示 と電 車 内や 構 内で の 放送に よ る広 報 が 開 始 され

た時 期で あ る．こ れ らの 対応 は 関係 部局 や 関係機 関 の 単位

で 計画 され 決定 され て い る．

（3 ） フ ェ
ーズ 3 ： 直前 の 準 備 と当 日の 対応

　不 発弾処理 直前の 3月 1目 ごろ か ら処 理 当 日ま で の 期 間

は，避 難所 とな る学 校 へ 必要 な物資が 運 び 込 まれ た り，当

日現 場で 対応 に あた る 職員に 対す る 説 明が行 われ た りす

るな ど，行 動計画 に従 っ て 現場で の 活 動が 行わ れ る 「問題

解決 レベ ル 」の 実行に あた る．当 日 も，事 前 に 把握 を行 っ

た 要 援 護 者 へ の 呼 び か けや 退 去 確 認 と い っ た 対 応 が 行 わ

れ る．そ の 際，現場で 発 生 した トラブル につ い て は，行 動

マ ニ ュ ア ル に 記 載 され て い る 内容 は，現場 で 処 理 され る が，
その 範 囲 を こ え る揚合 や 想定外 の 問題 が発 生 した場 合 は，
神 戸 大 学海 事科 学 部 に設 置 され た 現地 対 策 本部 へ 報告 さ

れ こ こで 意思決定され る．
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6 ．まとめ

　今回 の 不発 弾 処理 の 対応 内容 を整 理 ・分 析 した こ と は ，
次の 2 点 か らみ て，大 き な意義 があ っ た と考え る．
　ま ず 1 点 目と して，警戒区域 の 設 定や 交 通規制，さ らに

住民への 情報提 供は，大 規模テ ロ や火 災，あ る い は 有毒ガ

ス 漏 洩 な ど多 くの 危機 事 案 に共通 す る ツ
ー

ル で あ る．それ

らが、今回 の 対 応 で は現 在 の 行 政 で 対応 可 能 な極 め て 高い

水 準 で 実 施 で き た ．お そ ら く 同 じ よ うな 警戒 区域 の 設 定で

も数十分 や数 時間 で住 民 の 退 去 を求 め るケース で は，特 に

要援 護 者 へ の 対 応 や住 民 へ の 情 報提 供 の 面 で 今 回 の 水 準

の 活 動 は 望 むべ くもない ．住民 サー
ビ ス の 提供と い う視点

で は，関係 機 関 を含 め 多 くの 時間 と資源 と投 入 した高 い レ

ベ ル の 安 全確 保 策 の 実施 と評 価 で きる ．
　2 点 目 と して，これ ら の 対 応 が 1 ヶ 月 と い っ た 危 機 対応

と して は極め て ス ロ
ーな時 間 の 中で決 定 実施 され た た め，

意 思決 定 プ ロ セ ス や 関係 機 関 との 調 整 過 程が 詳 細な 記録

と して 残 っ て い た こ とで ある．数十分 や数時間 で住 民 の 退

去 を求 め るケース で は、口 頭 で の や り と りが 多く な り、意
思決 定 プ ロ セ ス な ど記録 は ほ とん ど残 ら ない ．

　 将来 に 同 じ よ うな 不発 弾 処 理 対応 を行 う場合，今 回の 記

録 が役 立っ の は い うまで も ない ．しか し，そ れ 以 外 の 大 規

模テ ロ や事故に つ い て も，警戒 区域の 設 定や 住 民 へ の 情 報

提 供 な ど共 通 ツ
ー

ル と して 利 用 され る 対応 を整 理
・検 討す

る こ とが で きた，こ こ で は 最後に ，今回 の 分析か ら，共通

的に 利用可 能で あ り，改 善 し検討 す る必 要 が あ る事 項 を 2
点 あ げ る，

（1） 市民 へ の情報提供

不発 弾 の 発 見か ら市 民へ情報 提 供 （記 者提 供資料の 第 1

報）ま で に約 7 時間か か っ て い る． 「未 確認 も し くは 不確

定 な情 報 を どの よ うな タイ ミ ン グ で 市 民 へ 提 供 し て い く

の か 」 とい う大 きな課題を残 し た．テ ロ や事故災害は，自

然災 害に 比 べ 特 に こ の 判 断 が 難 しい ．しか し，何 らか の 基

準 に よる早 期の 情報 提供 が不 可欠 で あ る．

（2 ）要 援 護者 の 対 応

　 1 ヶ 月 とい っ た準備期 聞 は，全 戸訪 問 を行 うこ とで 要援

護者 の 完全な把握を可能 とした．短い 時間で 同 じ よ うな避

難範囲 が 対 象 とな っ た場 合 は，同様 の 対応 を行 うこ とは 難

しい．しか し，現 実 に 区域内 の 要援護 者を 全 員避難 させ る

こ とに 成功 し た今 回 の 対応 を詳 細 に分 析す る こ とは，時 間

短縮 の た めの ヒ ン トが ある と考 え る．

補注

（1）記 者提 供 資料

　神 戸 市で は ．神戸 市政 記者ク ラブお よび 神 戸民 放記 者 ク ラブ に

所 属す る報道機 関各 社 に対 して 資料 配付 等 を実 施 して い る．
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